
8月頃 10月

給
付
型
奨
学
金

授
業
料
減
免

2月頃 4月

奨学金
の支給

【学生→大学等】

減免継続願
の提出 減免の実施

（前期分）

【学生】

奨学金継続願
の提出奨学金

の支給

【家計の経済状況に関する基準の適合判定について】

・ 家計の経済状況について、毎年夏頃に適格認定を行い、その判定結果を10月に反映する。

【学業成績等に関する基準の適合判定について】

・ 学年末に適格認定を行い、その判定結果を翌学年当初に反映する。

・ ただし、高等専門学校及び修業年限が２年以下の短大・専門学校については、毎年２回（夏頃と

学年末に）適格認定を行う。その判定結果を10月と翌学年当初にそれぞれ反映する。

効果継続 効果継続

（大学等→
学生）

結果の
通知

【機構
→学生】

結果の
通知

【大学等→機構】

適格認定（学業）の
結果の情報共有

※２年制の学校のみ

【大学等→機構】

適格認定（学業）の
結果の情報共有

【機構
→学生】

結果の
通知

【大学等】

適格認定（学業成績等）

【大学等→
学生】

結果の
通知

【機構→大学等】

適格認定（経済状況）
の結果の情報共有 減免の実施

（後期分）

【機構】

適格認定（経済状況）
【大学等】

適格認定（学業成績等）
※２年制の学校のみ

適
格
認
定
の
結
果
の
反
映

支援対象者の適格認定のスケジュールについて

【学生→大学等】

減免継続願
の提出

適
格
認
定
の
結
果
の
反
映

○ 適格認定の手続は、以下のとおり実施することを予定しており、適格認定の基準に適合するかどうかの

判定結果に基づき、必要に応じ、支援措置の見直し（支援の打ち切り・支援額の変更）を行う。
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